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１人暮らしの親を近くに
呼んで面倒を見てあげた
い等ご相談下さい。
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水道水放射性物質の検査結果

■採取日　3月11日
■採取場所　下野市各配水場
■基準値(セシウム134及び137の合計)
　10Bq/kg
■検査結果

※検査結果については、市ホームページでも
公開しています。
■問い合わせ先
　上下水道課　☎(32)8912

内閣府からのお知らせ

　「重要施設周辺及び国境離島等における土地等の利用状
況の調査及び利用の規制等に関する法律」に基づき、防
衛関係施設等の周囲おおむね1,000ｍの区域内及び国境離
島等の区域内の区域を「注視区域」・「特別注視区域」と
して指定することとされていますが、4月12日に市内の一
部の区域を注視区域として指定し、5月15日㈬に施行する
予定です。施行日後においては、指定された区域内の土地・
建物で防衛関係施設等の機能を阻害する行為が行われて
いないか内閣府が調査を行います。詳しくは内閣府のホー
ムページをご参照いただくか、コールセンターまでお問
い合わせください。
■注視区域
　宇都宮駐屯地を中心とした周囲おおむね1,000ｍの区域
■問い合わせ先
　内閣府重要土地等調査法コールセンター
　☎0570(001)125
　(平日の午前9時30分～午後5時30分)
　 https://www.cao.go.jp/tochi-chosa 
　「内閣府 重要土地」で検索

守ろう！  電波のルール

　総務省では、6月1日から10日まで
を「電波利用環境保護周知啓発強化期
間」として、電波を正しく利用してい
ただくための周知・啓発活動と不法無
線局の取り締まりを強化します。
　電波は暮らしの中で欠かせない大切
なものです。電波のルールはみんなで
守りましょう。
■問い合わせ先
　関東総合通信局
　不法無線局による混信・妨害
　☎03(6238)1939
　テレビ・ラジオの受信障害
　☎03(6238)1945

セシウム
134配水場 セシウム

137
南河内 第１ 不検出 不検出
石　橋 第１ 不検出 不検出
国分寺 第１ 不検出 不検出
南河内 第２ 不検出 不検出
石　橋 第２ 不検出 不検出
国分寺 第２ 不検出 不検出

とちのきフォスターになりませんか
里親制度説明会

　様々な事情で家庭で暮らせないお子さんを養育する里親を、栃
木県では「とちのきフォスター」の愛称で呼んでいます。里親
制度についての説明会を開催します。
■日時　6月8日㈯　午後1時30分~
■場所　パルティとちぎ男女共同参画センター
■内容
　制度説明、里親さんの体験談、個別相談(希望者のみ)
■参加費　無料
■申込方法　二次元コードから申し込み
■申込期限　6月7日㈮
■問い合わせ先
　栃木フォスタリングセンター
　☎028(612)6970
　県南児童相談所　☎0282(24)6121
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